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募集新株予約権（業績連動型有償ストックオプション）の消滅に関するお知らせ 

 

当社は、2017 年 11 月 15 日付取締役会決議に基づき、当社の取締役、監査役及び従業員

に対し発行した新株予約権の一部が消滅することとなりましたので、以下のとおりお知ら

せいたします。 

 

記 

 

１．消滅の対象となる新株予約権の内容 

（1）取締役会決議日 2017年 11月 15日 

（2）割当先 当社の取締役、監査役及び従業員 

（3）新株予約権の権利行使期間 2020年６月１日～2027年 11月 15日 

（4）新株予約権の権利行使価格 １株あたり 1,112円 

（5）発行した新株予約券の数 2,532個 

（6）新株予約権の未行使残高数 2,422個 

（7）消滅する新株予約権の数 1,698個 

（8）消滅後の新株予約権の数 724個 

 

２．新株予約権の消滅理由 

当社が発行した上記新株予約権は、以下の「新株予約権の行使の条件」があり、この第

①項（a）に抵触するため、当該新株予約権の一部を消滅するものであります。 

 

＜新株予約権の行使の条件＞ 

① 新株予約権者は、平成 31 年２月期または平成 32年２月期のいずれかの事業年度にお

いて、当社が提出した有価証券報告書に記載されている監査済みの当社損益計算書
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（連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書）における営業利益の額が下

記（a）または（b）に掲げる各水準を超過した場合に限り、各新株予約権者に割り当

てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合の個数を権利行使することがで

きる。行使可能な本新株予約権の数に１個未満の端数が生じる場合には、これを切り

捨てた数とする。 

（a） 営業利益の額が 360 百万円を超過した場合 行使可能割合：30％ 

（b） 営業利益の額が 400 百万円を超過した場合 行使可能割合：100％ 

  なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があ

った場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。 

② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取

締役、監査役または従業員であることを要する。 

③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 

④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株

式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 

⑤ 各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。 

 

３．新株予約権の消滅日 

2020年５月 28日 

 

４．今後の見通し 

本件による業績への影響はありません。 

 

 

以上 


